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宮城の未来をつくる33の取組第 4章

県政運営の理念である「富県共創！ 活力とやすらぎの邦づくり」を実現するため，３つの政
くに

策推進の基本方向に沿って，宮城の未来をつくる３３の取組を行います。
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第２節 安心と活力に満ちた地域社会づくり

P.30

P.31

P.42

P.43

P.32

P.33

P.34

P.35

P.36

P.30

P.38

P.39

P.40

P.41

P.37

188



第
４
章

宮
城
の
未
来
を
つ
く
る

の
取
組

33

第
１
章

宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
あ
た
っ
て

第
２
章

県
政
運
営
の
理
念
と
基
本
姿
勢

第
３
章

政
策
推
進
の
基
本
方
向

宮 城 の 将 来 ビ ジ ョ ン

39

【１０年後に目指す宮城の姿】

◯ 障害の有無等にかかわらず，だれもが自由に移動し社会活動に参加できるまち

づくりが進められています。

◯ 民間企業等において，障害者の安定的な雇用が促進され，働く意欲と能力のあ

る障害者の就業の場が増加しています。

◯ 重い障害があっても，本人の自己決定が尊重されるとともに，障害による不便

さが社会全体で補われ，自分が住みたい地域で自立して生活しています。

◯ 保健・医療・福祉それぞれの関係機関の連携による様々な支援を通じ，難病患

者が在宅で安心した療養生活を送っています。

取 組 22

あって て る の

【その実現のために県として行う取組の方向】

◇ バリアフリー・ユニバーサルデザイン社会実現のための施設整備及び普及啓発の
※ ※

促進

◇ 働く意欲のある障害者等の就職活動を支える能力開発の場の確保や相談・指導体

制の充実

◇ 障害者の地域生活を支える相談支援体制の整備の促進

◇ 障害の有無や年齢にとらわれない利用者ニーズに応じた柔軟な福祉サービスや地

域での支え合いへの支援

◇ グループホームなど，身近な地域での住まいの場や日中活動の場など生活基盤の
※

整備の促進

◇ 難病患者やその家族に対する日常生活における相談支援体制の整備及び地域交流

活動の促進など，難病患者が在宅で安心して療養生活を送ることができる環境の整備

※バリアフリー＝高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。物理的，社会的，
制度的，心理的な障壁，情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方。

※ユニバーサルデザイン＝あらかじめ，障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境
をデザインする考え方。

※グループホーム＝地域において，少人数の利用者が必要な支援を受けながら共同で生活する住居。
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	８附属資料5_宮城の将来ビジョン（一部抜粋）

